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１ 気候変動の現状
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既に起こりつつある気候変動

2019年の異常気象

NOAAの再解析による2019年夏の平均気温と1981-2010年夏の平均気温との差（℃）

令和元年 台風15号
千葉県を中心に、大規模な停電お
よび断水、通信障害等が発生
神奈川県横浜市で、東京湾に面
した護岸が高波により崩壊。

米国大陸 洪水
未曾有の大洪水が発生

欧州 熱波による気温上昇
パリの最高気温が72年ぶりに
42.6℃と塗り替えられた。

南極海の氷の縮小
記録上6月の最小の
海氷面積

日本を襲う大型台風

令和元年 台風19号
関東地域を中心に、堤防決壊、
土砂災害発生

令和元年台風19号
（ひまわり８号赤外画像、気象庁提供）

北極海の氷の縮小
記録上8月の２番目に最小
の海氷面積

ハリケーン「ドリアン」
記録上のバハマに影
響を与える最も強い
ハリケーンとなった

ハリケーン「バリー」
熱帯性低気圧からの総
雨量について史上最高
記録を塗り替えた

メキシコ 大量の雹
6/30に高さ2mにな
る程度の大量の雹
が降った

シベリアの高温
北極圏では6月初めから
大規模な山火事が発生

出典：環境省



既に起こりつつある/近い将来起こりうる気候変動の影響

熱中症・
感染症

平成30年7月
埼玉県熊谷市で観測史上最高の41.1℃を記録
7/16-22の熱中症による救急搬送人員数は過去最多

水稲・果樹

・既に全国で、白未熟粒（デンプン
の蓄積が不十分なため、白く濁っ
て見える米粒）の発生など、高温
により品質が低下。

・果実肥大期の高温・多雨に
より、果皮と果肉が分離し、
品質が低下。

図 うんしゅうみかんの浮皮
（写真提供：農林水産省）

高温による生育障害
や品質低下が発生

図 ヒトスジシマカ
（写真提供：国立感染症研究所昆虫医科学部）

デング熱の媒介生物
であるヒトスジシマカ

の分布北上

図 水稲の「白未熟粒」(左)と
「正常粒」(右)の断面
（写真提供：農林水産省）

異常気象・災害

平成30年7月には、西日本の広い範囲で記録的な豪雨

（出典：気候変動監視レポート2017(気象庁)）

【2018年7月23日の日最高気温】

（出典：気象庁）

【2018年熱中症による
救急搬送状況】

※緑、青は速報値で
あり今後変更の可
能性がある

（出典：消防庁）

しろみじゅくりゅ
う

うきかわ

図 ニホンライチョウ
（写真提供：環境省）

生態系

サンゴの白化
ニホンライチョウの
生息域減少

図 サンゴの白化
（写真提供：環境省）

短時間強雨の観測回数は増加傾向が明瞭
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平成30年７月・・・記録的な猛暑

➢ 最高気温が３５度を超える猛暑日が延べ３,１００カ所以上で観測され、熱中症による死
亡者数が１,０００人を超えて過去最悪となった月

➢ さらに、平成30年は、全国のアメダス地点における猛暑日の年間の延べ地点数が6,000
地点を超え、過去最多を記録

気象庁気象研究所等の発表（2019年5月）

■気象庁気象研究所等 発表
「平成３０年７月の記録的な猛暑に地球温暖化が与えた影響と猛暑発生の将来見通し」

◆工業化以降の人為起源による温室効果ガス
の排出に伴う地球温暖化を考慮しなければ、
平成３０年７月のような猛暑は起こり得な
かった

◆工業化以降の世界の気温上昇が２度に抑え
られたとしても、国内での猛暑日の発生回数
は現在の1.8倍となると推定

近年の計算機能力の飛躍的な発展により、大量の計算結果を作り
出して温暖化した気候状況と温暖化しなかった気候状況を比較す
る手法（イベント・アトリビューション）によって、気候変動と温暖化の
因果関係を明らかにしたもの。

既に起きている異常気象が、温暖化の影響であることを
初めて示した研究
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➢ 年平均気温は100年あたり約2.0℃の割合で上昇し、長期的に統計上有意な上昇傾向が見られる。
➢ 上昇傾向は最高気温に比べて最低気温で大きく、要因の一つとして地球温暖化に加えヒートアイ

ランド現象の影響も考えられる。
➢ 季節ごとの平均気温も四季すべてで長期的に有意な上昇傾向が見られる。

出典：京都地方気象台ＨＰ（http://www.jma-net.go.jp/kyoto/kyoto9_1.pdf）

京都における気温の長期変動
（統計期間：1881-2017年）
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真夏日：日最高気温30℃以上の日 熱帯夜：日最低気温25℃以上の日 冬日：日最低気温0℃未満の日

➢ 真夏日の年間日数は統計上有意な増加傾向
➢ 冬日の年間日数数は有意な減少傾向
➢ 熱帯夜の年間日数は有意な増加傾向

■京都における真夏日・冬日・熱帯夜の長期変動
（統計期間：1883-2017年）

出典：京都地方気象台ＨＰ（http://www.jma-net.go.jp/kyoto/kyoto9_3.pdf）

■８月中の熱中症による救急搬送人員（2013～2020年）

■2019,2020年度の

全国値は、集計を始めた
2008年以降、それまでの8月
における過去最高を更新

※1カ月間の搬送者数として

は、「災害級の暑さ」とされた
2018年7月が過去最高
（54,220人）
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1950～2100年までの気温変化（観測と予測）

出展）IPCC第５次評価報告書
全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（http://www.jccca.org/）より 8



２ これまでの地球温暖化・気候変動

に関する施策の動き
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緩 和
（温室効果ガス排出削減対策）

適 応
（気候変動よる被害防止・軽減対策）

2014（H26） IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第５次評価報告書

• 現状のままでは平均気温は０．３～４．８℃上昇
• 産業革命前からの気温上昇を２℃未満に抑えるには、2050年に▲40～70％（2010年比）必要

• 2100年には、排出をほぼゼロかマイナスに

2015（H27）COP21 パリ協定の採択（概要）
➢ 世界共通の長期目標として2℃目標の設定。1.5℃に抑える努力を追求することに言及
➢ 主要排出国を含むすべての国が削減目標を5年ごとに提出・更新
➢ 適応の長期目標の設定
➢ 5年ごとに世界全体の実施状況を確認する仕組み

地球温暖化・気候変動に関する施策の経緯

府地球温暖化対策条例（H18.4 施行）及び府地球温暖化対策推進計画（計画期間：H23-32）

＜条例目標＞
長期目標（2050年度） 1990年度比で▲80％
中期目標（2030年度） 1990年度比で▲40％
当面の目標（2020年度） 1990年度比で▲25％

2015（H27）「気候変動の影響への適応計画」
閣議決定

※個別に農水省や国交省でも適応計画策定

2016（H28）「地球温暖化対策計画」閣議決定

・2030年度に2013年度比で▲26％
・2050年度までに▲80％を目指す
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緩 和
（温室効果ガス排出削減対策）

適 応
（気候変動よる被害防止・軽減対策）

2018 (H30) IPCC 1.5度特別報告書

• 世界平均気温は産業革命前から既に約1℃上昇
• 現状のままでは2050年までに1.5℃上昇と予測
• 気温上昇を1.5℃未満に抑制するには、30年までにCO２排出
量を約45％削減、50年頃に実質ゼロにする必要

2018（H30） 気候変動適応法施行
➢ 「地域気候変動適応計画」策定、「地域気候変動適応セン
ター」機能確保等義務づけ
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各分野において、信頼できるきめ細かな情報に基づく
効果的な適応策の推進

2018（H30）COP24 パリ協定の実施指針を採択
➢ 発展途上国を含む全ての国に共通して適用される実施

指針（運用ルール）を採択

2019（R1） IPCC 『土地関係特別報告書』、『IPCC 海洋・氷雪圏特別報告書』

2019（R1） 国連 気候行動サミット
➢ 国連事務総長から各国に対して削減目標の積上を要請

2019（R1）「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」閣議決定

➢最終到達点としての「脱炭素社会」を掲げ、それを野心的に今世紀後半のできるだけ早期に実現することを目指す
とともに、2050年までに80％の削減に大胆に取り組む

2020（R2） パリ協定 始動

国内自治体（22都道府県を含む158自治体※2020.10.8時点）
2050年までに温室効果ガスor二酸化炭素排出実質ゼロを表明
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2020.09.01 政府「地球温暖化対策計画」の見直しに着手

現在の削減目標の水準にとどまることなく、中期・長期の両面で温室効果ガスの
更なる削減努力を追求していくことを念頭に計画の見直し



環境省HP引用 12



京都府：2050年温室効果ガス排出実質ゼロ宣言

京都府は「2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指すこと」を宣言

第11回「KYOTO地球環境の殿堂」表彰式（於：国立京都国際会館、R2.2.11）において、
西脇知事が「2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロ」を目指し、
脱炭素社会の実現に向け、積極的に取組を進めていくことを宣言。

「KYOTO地球環境の殿堂」表彰式での宣言の様子 13



３ 京都府地球温暖化対策条例及び
再生可能エネルギー普及促進条例
の見直しについて
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京都府地球温暖化対策条例及び再生可能エネルギー普及促進条例
の見直しについて

経過・背景
• 2016年にパリ協定が発効し、国においても、今世紀後半のできるだけ早期に「脱炭素社会」の実

現を目指す「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を策定

• 地球温暖化の進行は異常気象をもたらしていると言われ、近年、猛暑日の日数や極端な大雨の
発生回数が増加傾向にあるなど、気候変動の影響とみられる自然災害が全国各地で多く発生

• この間（条例制定以降から今日まで）、｢パリ協定｣の発効等により、世界的に脱炭素化への機
運が高まるとともに、再生可能エネルギーを積極的に調達しようとするといった需要家ニーズの多様
化も進展

• 国においては、「第５次エネルギー基本計画」において、再生可能エネルギーの主力電源化を目
指すことを明確に打ち出し、FIT制度の抜本見直し議論など、国内における再生可能エネルギー
を取り巻く状況は大きく変化
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➢ 京都府地球温暖化対策条例による当面の目標年度及び再生可能エネルギーの導入等促進条
例で定める実行計画の目標年度である2020年度が到来

➢ 上記の背景を踏まえつつ、2050年に目指す将来像の実現に向けて条例を見直し

※条例で規定しない施策等をまとめた京都府地球温暖化対策推進計画及び再生可能エネル
ギーの導入等促進プランについても、同様に見直し



条例 計画

京都府環境を守り育てる条例
（H7制定）

京都府地球温暖化対策条例
（H17制定／H22改正）

再生可能エネルギーの導入等の
促進に関する条例

（H27制定）

電気自動車等の普及の促進に関する条例
（H21制定／H26・29・31改正）

（分野別の施策条例）

新京都府環境基本計画（H22改定）
【計画期限：2020年度】

京都府地球温暖化対策推進計画
（H18策定／H23改定）
【計画期限：2020年度】

再生可能エネルギーの導入等促進プラン
（H27策定）

【計画期限：2020年度】

電気自動車等普及促進計画
（H22策定／H26･29改定）

【計画期限：2020年度】

新京都府総合計画（2019.10策定）

※地球温暖化対策推進法第21条第3項の規定に基づく「地球温暖
化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）」の位置づけ

（個別条例）

※一部2020年度時限規定有り

※令和2（2020）年度までの時限条例

現行の京都府地球温暖化対策条例・計画等の体系図
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京都府地球温暖化対策条例
（H17制定／H22改正）

※一部2020年度時限規定有り

※令和2（2020）年度までの時限条例

京都府地球温暖化対策条例改正にかかる関係条例との関係性

17

京都府地球温暖化対策条例
（R2見直し）

再生可能エネルギーの導入等の
促進に関する条例
（R２見直し）

電気自動車等の普及の促進に関する条例
（H21制定／H26・29・31改正）

再生可能エネルギーの導入等の
促進に関する条例

（H27制定）

2020年の期限到来に合わせ、当初の目的を一定達成したことから、
税の減免措置を廃止するとともに、地球温暖化対策における政策
的整合性を図るため、電気自動車普及促進条例を廃止し、温対
条例の中に電気自動車等普及に関する条項を統合。

（
分
野
別
の
施
策
条
例
）

京都府地球温暖化対策条例で規定する当面の目標数値を定めた2020年度が到来するとともに、
京都府地球温暖化対策推進計画の計画期間が満了することから、目標年度、目標数値等に関す
る条例等を見直し、省エネの取組の加速化、再エネの導入・利用促進の徹底等を図るため改正

京都府地球温暖化対策条例で定める目標年度、目標数値等の見直しに合わせた、再エネの導入・利
用促進の徹底等を図るとともに、2020年度末で失効を迎える一部規定について延長するため改正



京都府地球温暖化対策条例及び京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例の改正について

⚫ 気候変動の影響とみられる自然災害が頻発する中、京都府は「2050年に温室効果ガス排出量の実質ゼロ」を目指すことを宣言(2020年2月）
⚫ 気候変動にも適応した脱炭素社会の実現に向け、省エネの加速化、再エネ導入・利用促進の徹底、脱フロン化の推進及び適応策の強化等の所要の措置を実施

◼ 代替フロン※の排出量が増大していることから（2013→2017年で４
割増）、代替フロンの排出抑制を促進する

① 代替フロンの排出抑制等に係る届出制度等の創設 【温対条例】

（
４
）
フ
ロ
ン
対
策

⚫ 冷媒用代替フロンを使用した機器の使用者に対して適切な管理を求める規定を創
設

⚫ 特定事業者に対して代替フロンの使用状況等の報告を求める届出制度を創設

① 再配達の削減に係る努力義務規定の創設 【温対条例】（
５
）
そ
の
他

⚫ 事業者・府民に対して再配達の削減に努めることを求める規定を創設

② 気候変動への適応に係る地球温暖化対策の追加 【温対条例】

⚫ 府、事業者、府民等が気候変動への適応策に取り組むべき事項を明記
⚫ 情報提供、技術的助言等により取組を支援する地域気候変動適応センターの機能確保

施行日 再エネ導入義務の規定強化（★印）は令和４年４月１日
その他は令和３年４月１日 （予定）

※ ハイドロフルオロカーボン（HFC）の略称

パリ協定による世界共通の長期目標
「平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分に低く保つとともに1.5℃以下に抑える」

温室効果ガス排出量実質ゼロ

温室効果ガス排出量40％以上削減（2013年度比）

2050年

2030年

2020年
目標達成に向けた取組強化・仕組みづくり

環境基本計画改定、温暖化対策条例・再エネ条例改正、実行計画改定

（１）脱炭素で持続可能な社会に向けた目標設定

新
た
な
目
標
設
定
【
温
対
条
例
】

◼ 事業活動に伴う温室効果ガスは、2030年度においても排出量に占める
割合が高いと試算されることから、さらなる取組を促進する

① 特定事業者※削減目標の引上げ 【温対条例】（指針で規定）

② 特定事業者の再エネ導入状況報告書制度の創設 【再エネ条例】

⚫ 計画書制度の評価基準となる目標削減率を引上げ
【運輸】１％→２％ 【産業】２％→４％ 【業務】３％→６％（いずれも３年間平均）

⚫ 特定事業者を対象に再エネ設備の導入等に係る報告・公表制度を創設

（
２
）
事
業
者
対
策 ③ 自立型再エネ導入等計画認定制度の延長等 【再エネ条例】

⚫ 中小企業等による再エネ導入等の計画認定＋税制優遇制度の５年間延長
⚫ 上記認定基準への「地域活用要件」の追加

※ 府内における事業活動に係る年間（年度）のエネルギー使用量が原油換算数量で1,500キロリットル以上の事業者等、温室効果ガスの排出量が多い事業
者

◼ 建築物は再エネ導入ポテンシャルが高く、また長期にわたり温室効果ガス
排出量に影響を及ぼすことから、一層の再エネ導入を促進する

① 再エネ導入義務の強化 【再エネ条例】 ★

② 設計者から建築主への説明義務創設 【再エネ条例】

⚫ 特定建築物（延床2,000㎡以上）に導入すべき再エネ設備の基準等の改正
⚫ 準特定建築物（延床300㎡以上2,000㎡未満）への再エネ設備導入義務規定の創設

⚫ 建築士の施主に対する再エネ設備の導入等に係る情報の書面交付・説明の義務化
⚫ 特定建築物・準特定建築物に対する説明書面の写しの保存義務創設

③ その他改正事項 【温対条例／再エネ条例】

⚫ 特定建築物に対する再エネ、府内産木材の導入場所の拡大【温対条例・再エネ条例】
⚫ 除外規定（開放性の高い建築物、仮設建築物等）の創設【温対条例・再エネ条例】

（
３
）
建
築
物
対
策

18



（１）脱炭素で持続可能な社会に向けた目標設定

19
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温室効果ガス排出量（電気のCO2排出係数を調整後係数で算出）

※2010年度以降の実績値には森林吸収量分を含む。

調整後係数の場合
▲16.4%

25％
削減

40％
削減

万t-CO2

京都府内の温室効果ガス排出量の推移

1,477

1,234

1,465 1,510 1,525 1,503 1,443 1,454

1,396

1,234

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1990 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

排出量は減少傾向にあるが、
2020年度目標達成には更なる取組が必要

2020年
現行目標

2030年
現行目標

（1990年度比）

電気の
排出係数 0.353 0.311 0.450       0.514         0.522        0.519         0.490        0.494        0.446        0.351

温室効果ガス排出量

東日本大震災後
の電気のCO2排
出係数の上昇
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249 業務

29 廃棄物等
44 ｴﾈﾙｷﾞｰ転換

137 代替フロン等

280 運輸
267 家庭

286 産業

その他
（211）

2020目標

業務(200)

運輸(283)
家庭(208)

産業(333)

その他
（133）その他

（112）

【万t-CO2】

廃棄物等 39
ｴﾈﾙｷﾞｰ転換 7

代替フロン等 66

業務 220

運輸 346

家庭 269

産業 530

全 体 ：電気の排出係数（調整後）が、2017年：0.446→2018年：0.351に低下したことから、エネルギー起源
の温室効果ガス排出量全体で、2017→2018年で比べると大きく減少

産業部門：省エネ型への設備更新等により1990年度比で大きく削減し、目標に到達。
業務部門：燃料転換や省エネの進展により、削減傾向にはあるものの、商業施設の売り場面積の増加等の影響もあり、

目標までに開きがある。
運輸部門：自動車保有台数は1990年と比べ増加しているが、エコカーの普及等により削減が進展。

一方、近年の削減幅は横ばいであり、下げ止まりの傾向
家庭部門：世帯当たりの家電の数や世帯数の増加等により、目標までに開きがある。
その他 ：代替フロン（HFC）の排出量が増加傾向 21

部門別の府内温室効果ガス排出量の推移
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

[百万kwh]
太陽光(家庭) 太陽光(業務） バイオマス 風 力 中小水力 大規模水力

15.9億kWh

11.8億kWh

14.0億kWh
14.8億kWh

15.3億kWh

13.3億kWh

再エネ条例制定

22

京都府内の再生可能エネルギーによる年間発電量の推移

＋4.1億kWh/年（＋35％）

⚫ 2015年度に「京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例」を制定。
条例制定前年度と比較し、2019年度までの５年間で府内の再エネによる年間発電量は35％増。

⚫ 最も発電量が多いのは水力発電所（48％）で次いで多いのが太陽光発電（42％）。
合わせて全体の９割と占める。

水力
48％

太陽光
42％



新たな温室効果ガス削減目標の考え方

2050年 脱炭素で持続可能な社会
「温室効果ガス実質排出量ゼロ」を目指す

現 在

当面の目標

目指す将来像

（数値目標の考え方）
現在の中期目標である、「1990年度比
40％削減」相当の目標水準を維持しつつ、
さらなる削減を目指す

（施策の展開方向）
➢ 省エネ取組の加速化
➢ 再エネ導入・利用促進の徹底
➢ 脱フロン化の推進 等

再生可能エネルギーにかかる目標指標を設定
（需要側目標）◆府内総電力需要量に占める再エネ利用率
（供給側目標）◆府内総電力需要量に対する府内再エネ発電量の割合

◆府内温室効果ガス排出量（2018） 1,234万t-CO2
◆府内総電力需要量に占める再エネ利用率（2016） 約17％
◆府内総電力需要量に対する府内再エネ発電量の割合（2019） 9.4％

「脱炭素社会に向けた取組を加速化」
2030年 温室効果ガスの40％以上削減（基準年度：2013年度）

2040年 脱炭素社会に向けた社会の仕組みの構築
※京都府総合計画における20年後（2040年）に実現したい姿

現在の長期目標

「2050年までに
▲80％」

23



将来像の実現に向けた取組の方向性

適応策

➢ 府民生活・事業活動への適応策の浸透
➢ 長期的な視点に立ち、京都の地域特性

に応じた各分野における適応策を強化

◼ 2040年 脱炭素社会に向けた社会の仕組を構築

2050年 脱炭素で持続可能な社会 ⇒ 温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指す。

緩和策と適応策を地球温暖化対策の両輪として推進

緩和策

➢ 省エネ取組の加速化
➢ 再エネ導入・利用促進の徹底
➢ 脱フロン化の推進
➢ イノベーションの促進等横断的取組の推進

24

◼ 2050年実質ゼロの実現のためには、
2030年までの取組が重要

⇒ 2030年度に2013年度比40％以上の
排出量削減を目指す。（当面の目標）

◼ 既に起こりつつある、あるいは今後起こりうる
地球温暖化に伴う気候変動の影響による
被害の防止、軽減を図ることが必要

⇒ 京都に合った適応策を展開する。

各主体の責務や義務的制度等については条例で規定し、
支援・普及方策等については、地球温暖化対策推進計画等で整理
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新たな当面の目標：2030年 温室効果ガスの40％以上削減（基準年度：2013年度）

温室効果ガス排出量（万t-CO2）

森林吸収源による削減効果 約 60～ 70万t-CO2

国施策による府への削減効果 約490～550万t-CO2

府施策（条例＋計画）削減効果 約135～175万t-CO2

削減効果合計 約685～795万t-CO2

＋）

＋）

＝

1,593 

955 

1,649 

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

新基準年度

2013年度

目標年度

2030年度

2030年
BAU

40%削減
638万t-CO2

42%削減
694万t-CO2

部門 国削減量 府削減量 森林吸収 合計

産 業 80～90 40～50 － 120～140

業 務 135～145 55～65 － 190～210

運 輸 50～60 5～10 － 55～70

家 庭 140～150 20～30 － 160～180

その他 85～105 15～20 － 100～125

森林吸収 － － 60～70 60～70

合計 490～550 135～175 60～70 685～795

【単位：万t-CO2】

※2030年BAU：2030年度における現状趨勢（BAU）ケースでの温室効果ガス排出量を推計（2013年度を基準）。2013年度の総排出量を基準に、各部門に応じた社会・
経済指標（活動項目）の成長・変化予測率（伸び率）を乗じて、現状の取組のままで、今後追加的な対策を見込まずに2030年度まで推移した場合の排出量を推計

※過去実績及び2030（BAU）は森林吸収量を含まない

189 257

381 384

326
342

297
273

401
393

0

500

1,000

1,500

2,000

2013年度

基準

2030年度

現状趨勢

1,593
1,649

（万t-CO2）

産業

運輸

業務

家庭

その他

2030年
BAU

新基準年度
2013年度

温室効果ガス排出量削減イメージ

■国・府施策による削減効果見込み



（２）事業者対策

26

① 特定事業者※削減目標の引上げ 【温対条例】（指針で規定）

⚫計画書制度の評価基準となる目標削減率を引上げ
【運輸】１％→２％ 【産業】２％→４％ 【業務】３％→６％

（いずれも３年間平均）

●第5計画期間から適用（令和5年～）
※現在の第4計画期間（令和２－4）は現行どおり

※ 府内における事業活動に係る年間（年度）のエネルギー使用量が原油換算数量で
1,500キロリットル以上の事業者等、温室効果ガスの排出量が多い事業者



特定事業者：府、市域内において、下表の要件に該当する「事業者」

区 分 要 件

大規模エネルギー使用事業者
事業活動に伴う電気やガスなどのエネルギー使用量が、原油に換算して年間1,500kl
以上の事業者

大規模輸送事業者
トラック 100台以上、バス 100台以上、タクシー 150台以上
を保有する運送事業者及び鉄道車両150両以上を保有する鉄道事業者

その他の温室効果ガス大規模
排出事業者

エネルギー使用に伴うものを除き、温室効果ガス排出量のうちいずれかの物質の排
出量が二酸化炭素に換算して年間3,000トン以上の事業者

※算定は省エネ法に準拠

➢ 条例で定める計画期間※ での事業活動に伴う温室効果ガスの排出量、削減措置、削減
目標等に関する削減計画書及び報告書の作成・提出
■3年間の削減計画に関する 事業者排出量削減計画書（計画書）※９月末（3年に1度）
■計画の実施状況を報告する事業者排出量削減報告書（報告書）※７月末 （毎年度）

➢ 特定事業者は目標削減率※を目安に削減取組を実施

計画書・報告書の内容は府のHP上で公表・評価
府、市が内容を総合的に評価（「Ｓ」「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」の５段階）

事業者排出量削減計画書制度＜制度概要・施行状況＞

削減計画書
作成・提出

特定事業者
対象要件
に該当

削減報告書
作成・提出（３年間）

削減計画書の
公表・評価

削減報告書の
公表

計画期間終了後、
総合評価

Ｓ評価事業者
を表彰

第四計画期間：令和２～４年度）

第一計画期間：平成23～25年度
第二計画期間：平成26～28年度
第三計画期間：平成29～令和元年度

〈制
度
フ
ロ
ー
〉

業務部門 ３年間の年平均▲３％
産業部門 ３年間の年平均▲２％
運輸部門 ３年間の年平均▲１％

部門別目標削減率

27



特定事業者：計画期間ごとの目標削減率の達成状況（総合評価）

➢ 第1及び第2計画期間における総合評価では、既に全体で7割弱の事業者が目標削減率を達成
※目標削減率：製造業（産業）：２％、商業・サービス業（業務）：３％、運輸業（運輸）：１％
※Ｓ評価：目標削減率の2倍の削減率を達成＋省エネ等の取組を重点的に実施
Ａ評価：目標削減率を達成

➢ 第2計画期間では、目標削減率を達成した事業者のうち、S評価の占める割合が向上

第１計画期間
(H23－25年)

事業者数
削減目標
達成数

目標削
減率S評価 A評価 達成率

産業部門 115 13 62 75 65.2% ２％

業務部門 122 17 71 88 72.1% ３％

運輸部門 26 2 18 20 76.9% １％

合計 263 32 151 183 69.6%

第２計画期間
(H26－28年)

事業者数
削減目標
達成数

目標削
減率S評価 A評価 達成率

産業部門 108 18 49 67 62.0% ２％

業務部門 117 28 55 83 70.9% ３％

運輸部門 27 3 18 21 77.8% １％

合計 252 49 122 171 67.9%
28



はい
59%

いいえ
41% 2020年

度
48%

2030年

度
22%

2050年

度
7%

その他
23%

Q 「はい」と答えた105事業者の目標年度
（複数選択）

Q 2030年までの目標年度を設定した
事業者の削減対象項目（複数選択可）

➢ 全体の約６割の事業者が、エネ
ルギー使用量や排出量削減目
標を設定

➢ 約半数が2020年度目標を設定
しており、約２割が2030年度目
標を設定

10%未満
4%

10～20%
9%

20～30%
26%30～40%

48%

40～50%
9%

50%以上
4%

温室効

果ガス排

出量
85%

エネルギー

消費原単

位
11%

エネルギー

使用量
4%

【特定事業者等アンケート結果 （R1.11-12実施特定事業者（京都府＋京都市）回答数180社）】
特定事業者における温室効果ガス排出量等の将来の目標値の設定状況

有効ｎ：177社

Q 排出量削減目標等の設定状況

Q 2030年までの温室効果ガス削減目標（2013年度比）

を設定した事業者の目標削減率（％）

ｎ：27社 ｎ：23社

上段：削減率
下段：割合

29

➢目標設定事業者23社

の約６割が削減率を
30％以上に設定



はい
31%

いいえ（今後加味す

る余地あり）
28%

いいえ（今後

加味する余

地なし）
41%

太陽光導入

済、将来的な

導入も検討
20%

太陽光導入

済、将来的な

導入は検討

せず
21%

太陽光未導

入、将来的な

導入は検討
18%

太陽光未導

入、将来的な

導入は検討

せず
41%

➢ 太陽光発電導入済・・・約４割

うち半数程度が将来的な再生可能エネルギー導入
も検討

➢ 太陽光発電未導入・・・約６割

うち１／３程度が将来的な再生可能エネルギー導
入を検討

Q 小売電気事業者を選択する際に、コスト面以外に「電気の排出係数」も加味しましたか？

Q 太陽光発電設備の保有状況、今後の再エネ導入に向けた検討状況は？

30

有効ｎ：180社

有効ｎ：180社

➢ 小売電気事業者を選択する際にコスト面以外に電気
の排出係数を「加味した」が約3割

➢ 一方、現在、加味していない事業者の中でも、「今後、
加味する余地がある」とした事業者は全体の約３割
を占めており、電気排出係数に関心を示す事業者は
約6割に達する。



➢ 温室効果ガス排出量の削減計画書への記載を求めている温室効果ガス排出量の削減目標に
ついて、知事が別に定める地球温暖化対策指針に規定する目標削減率等を考慮して設定する
ことしているが、事業活動に伴う温室効果ガス排出量の一層の削減を促すため、目標削減率を
次のとおり引上げ

➢ また、削減状況の評価に関し、特定事業者による再生可能エネルギーの導入・調達の取組を評
価する視点等を新たに追加し、評価方法を見直し

評価の基準となる目標削減率

現 行 改正後

運輸部門 ３年間の年平均 １％ ３年間の年平均 ２％

産業部門 ３年間の年平均 ２％ ３年間の年平均 ４％

業務部門 ３年間の年平均 ３％ ３年間の年平均 ６％

■目標削減率 （京都府地球温暖化対策指針第８条第１項第６号オ）

計画期間における温室効果ガスの排出の量の削減に関する目標として本府が求める削減率

31

改正事項：事業者排出量削減計画書制度の強化

※第5計画期間（令和5年度）から適用
（現在の第4計画期間（令和2-4年度）

は現行を継続）

温対条例



（２）事業者対策
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② 特定事業者の再エネ導入状況報告書制度の創設 【再エネ条例】

⚫特定事業者を対象に再エネ設備の導入等に係る報告・公表制度を創設

③ 自立型再エネ導入等計画認定制度の延長等 【再エネ条例】

⚫中小企業等による再エネ導入等の計画認定＋税制優遇制度の５年間延長
⚫上記認定基準への「地域活用要件」の追加
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Ⅰ 特定事業者の「再エネ導入等状況報告書」作成義務

改正事項：再エネ導入等状況報告制度創設

➢ 特定事業者から提出のあった再生可能エネルギー導入等状況報告書について、その概要を府が
ホームページにて公表することにより、社会や市場（投資家）での評価を通じて、事業者の自主的
かつ計画的な取組の促進を図る。

➢ 地球温暖化対策条例と一体的に省エネ・再エネに係る指導及び助言を積極的に行っていくため、別
途指針において再エネ導入等基準を定めた上で、特定事業者を対象に、知事による指導及び助言
を可能とする規定を創設

再エネ条例

➢ 府温暖化対策条例に基づく特定事業者による再エネ導入等の取組を促すことを目的に、特定事業
者を対象に再エネ導入等に関する報告・公表制度を新たに創設

➢ 対象となる施設については、主たる事業所以外にも、地球温暖化対策条例の特定事業者計画書
制度の中で個票の提出が義務付けられている年間エネルギー使用量500kL以上の事業所を対象

Ⅱ 特定事業者の「再エネ導入等状況報告書」公表規定 ・知事の指導・助言規定

※報告事項は、今後指針で規定
＜想定項目＞

・RE100やRE Actionの調達区分ごとの利用割合に加え、定性的な取組事項（再生可能エネルギーの導入
等に関する方針、中長期的な再生可能エネルギーの導入等に関する目標）など



制度概要

対象事業①
中小事業者等が再エネ設備及び効率的利用設備（EMS・蓄電
池）を新設又は増設し、発電した電力を自家消費する事業

【支援内容】以下のいずれかを選択
・法人、個人事業税の減免：設備取得額の1/3
（上限1,000万円 ← 条例規則で規定）
・補助金：設備取得価額の1/3
（EMS・蓄電池両方設置：1/2）（上限400万円）

対象事業②
NPO法人等が地域と協働し、再エネ設備（太陽光除く）を新設・
増設し、当該地域で利用する事業

【支援内容】以下のいずれかを選択
・法人、個人事業税の減免：設備取得額の1/3

（上限1,000万円 ← 条例規則で規定）
・補助金：設備取得価額の1/3（上限400万円）

改正事項：自立型再エネ導入計画制度の見直し

Ⅳ 失効期限の延長

Ⅰ 認定基準への地域活用要件の追加

① 導入計画の認定の基準に「災害その他の非常
の場合に、当該再エネ設備等の電気を一般の
利用に供するものであること」を追加

② 併せて、計画の名称を「自立的地域活用型再
生可能エネルギー導入等計画」に変更

34

主な改正事項
Ⅲ 税減免の対象外となる建築物の明確化

Ⅱ 新築案件の「適切な規模」の考え方の追加

再エネ設備の導入が義務化されている特定建築
物及び準特定建築物については、本計画認定制
度における税制優遇措置の対象外とすることを明
確化

本計画認定制度は、令和３年３月31日をもって失
効することとしているが、失効期限を５年間延長

「新築」も対象となるよう認定基準（規則事項）の
「適切な規模」の考え方を変更

再エネ条例

制度の目的

中小企業等による自立的な再エネ電力の確保やNPO等による地域協働型の再エネ導入を促進するための税の減免等を実施



（３）建築物対策
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① 再エネ導入義務の強化 【再エネ条例】

⚫特定建築物（延床2,000㎡以上）に導入すべき再エネ設備の基準等の改正
⚫準特定建築物（延床300㎡以上2,000㎡未満）への再エネ設備導入義務規定の創

設

② 設計者から建築主への説明義務創設 【再エネ条例】

⚫建築士の施主に対する再エネ設備の導入等に係る情報の書面交付・説明の義務化
⚫特定建築物・準特定建築物に対する説明書面の写しの保存義務創設

③ その他改正事項 【温対条例／再エネ条例】

⚫特定建築物に対する再エネ、府内産木材の導入場所の拡大【温対条例・再エネ条例】
⚫除外規定（開放性の高い建築物、仮設建築物等）の創設【温対条例・再エネ条例】



特定建築物に対する制度概要

⚫ 床面積（増築にあっては増築に係る部分）の合計が2,000m2以上（地球温暖化対策条例施行規則で規定）の建築物（
特定建築物）の新増築時に、温室効果ガスの削減のための措置等を記載した排出量削減計画書及び再エネ設
備等の導入内容を記載した再生可能エネルギー導入計画書の提出を義務付け。
その内容等を公表することにより、建築物に係る温室効果ガスの排出削減及び再エネ設備等の導入促進を図る。

⚫ 特定建築物の建築等にかかる建築主への義務規定

① 府内産木材等の使用（利用可能な居室の総床面積に着目して木材利用義務量を算出）（温対条例）

② 再生可能エネルギーを利用するための設備の導入（年間３万MJ相当以上） （再エネ条例）

施行状況

⚫ 特定建築物制度により、これまでに129事業所、計5,656kW（24～30年度）の再エネ設備が導入（図１）

⚫ 比較的小規模なケースにおいても義務量を超す導入事例が見られる一方（図２:①）、 大規模建築物でも義務量程
度しか導入されない事例が多数あり【課題認識】（図２:②）

延件数
延導入量[kW]図１ 特定建築物への再エネ導入件数の推移
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図２ 延床面積と再エネ導入量の相関
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改正事項：再エネ導入義務の規定強化

⚫ 再エネ導入拡大に向け、あらゆる分野における可能性を模索する必要があるが、建築物は、導入ポテンシャルがとり
わけ高く、また温室効果ガスの排出量に長期にわたり影響を及ぼす。

⚫ 他方、既存建築物への導入は構造上の制約（耐荷重等）が生じることもあり、新設・増設の時機を捉えて、設計
段階から再エネ導入を促進することが有用

⚫ こうした背景から、今回、建築物に対する再エネ導入等に係る規定を強化

Ⅰ 再エネ導入義務の規定強化

① 特定建築物に導入すべき再エネ設備の基準等の改正
② 準特定建築物（延床面積300㎡以上2,000㎡未満）への再エネ設備導入義務規定の創設

37

再エネ条例
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改正事項：設計者から建築主への説明義務創設 再エネ条例

⚫ 再エネ設備の導入や、省エネ性能を含めた環境性能の高い建築物の普及を進めるには、建築時
に建築主が環境性能の高い建築物のメリットを理解し、建築物の仕様に反映することが望ましい。

⚫ 特定建築主を対象に実施したアンケート調査（下図）からは、建築士からの提案内容は建築主
による再エネ導入量の決定に大きな影響を与えるが、その提案内容は義務量を満たす程度にとどま
るケースが多いことが判明

⚫ そこで、今回の改正において、特定建築物の設計を行う建築士に対して、特定建築主への再エネ
設備の導入等に係る情報を記載した書面の交付及び説明を義務付けることとした。

Ⅱ 設計士から建築主への説明義務創設

① 建築士の施主に対する再エネ設備の導入等に係る情報の書面交付・説明の義務化
② 特定建築物・中規模建築物に対する説明書面の写しの保存義務創設

Q.（今回対象となった特定建築物について）建築事業者（建築
士等）から、再エネ設備について、どのような提案がありましたか。

Q. （今回対象となった特定建築物について）再エネ設備の導入
量はどのように決定しましたか。

「建築事業者の提
案」で導入量を決め
た方が最も多い
（55％） 「条例義務を満たす

程度」の導入量が最
も多い（84％）



⚫ 府内産木材の使用の対象として、現行、当該建築物のみでの用途に限られていたが、建築物の構
造 によっては、府内産木材を使用できない建築物も多数存在

39

改正事項：府内産木材等の使用用途の拡大

➢ 府内産木材の利用促進を図るため、当該建築物の存する敷地内での府内産木材等の使用にま
で用途を拡大する緩和措置を講じる。（ただし、容易に移動可能な工作物への使用は不可。）

➢ 改正温暖化対策条例においても建築物省エネ法の規定を引用し、適用除外の規定を設け、本
制度の趣旨である省エネ対策や府内産木材の利用促進、再エネ導入の対象となる建築物を明
確化する。

温対条例

改正事項：適用除外となる建築物の明確化 温対条例・再エネ条例

⚫ 建築物省エネ法では、居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設け
る必要がない施設（ex.車庫、水泳場、寺院）、建築物エネルギー消費性能基準に適合させる
ことが困難な施設（ex.重要文化財）及び仮設の建築物を適用除外している。



（４）フロン対策
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代替フロンの排出抑制等に係る届出制度等の創設 【温対条例】

⚫冷媒用代替フロンを使用した機器の使用者に対して適切な管理を求める規定を創設

⚫特定事業者に対して代替フロンの使用状況等の報告を求める届出制度を創設

※ 代替フロン：ハイドロフルオロカーボン（HFC）の略称
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代替フロン（HFC）が地球温暖化へ与える影響

⚫ 代替フロンは、オゾン層を破壊しないものの、地球温暖化係数（GWP）が二酸化炭素の数十倍
から一万倍超と高く、強力な温室効果をもたらす。

⚫ 我が国の温室効果ガス排出量全体は、再エネの導入拡大等によるエネルギー起源のCO2排出量の
減少等で2014年度以降は減少している一方で、特定フロンから代替フロンへの転換が進んだことに
伴い、代替フロンは増加しており、2018年度は、前年度比4.7％増、2013年度比46.4％増

⚫ 代替フロンを含むフロン類の排出抑制が地球温暖化対策上も喫緊の課題

単位：
百万t-
CO2

2013年度排
出量

[シェア]

2016年度
排出量
[シェア]

2017年度

排出量
[シェア]

変化率

2013年度
比

2016年度
比

合計
1,410

[100%]
1,308

[100%]
1,292

[100%]
－8.4% －1.2%

二酸化炭
素(CO2)

1,317
[93.4%]

1,208
[92.4%]

1,190
[92.1%]

－9.6% －1.5%

代替フロン
（HFCs)

32.1
[2.3%]

42.6
[3.3%]

44.9
[3.5%]

+39.8% +5.4%

出典：2017年度（平成29年度）の温室効果ガス排出量（確報値）について（環境省）
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11  %

その他 1 %
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83 % 業務用

冷凍
空調機器

64 %
■温室効果のインパクト（イメージ）
家庭用ルームエアコン ８畳間用（冷房能力2.8kW）に充填されている冷媒
量約1kgが全量漏洩した場合
冷媒：R410A（GWP：2090）では、1kg×2090≒2t-CO2の温室効果ガスの排出
⇒一般世帯の年間平均CO2排出量約4.5t-CO2の40％以上に相当



1990年度：代替フロン等：66
代替フロンを含むFガス：22

2018年度：代替フロン等：137
代替フロンを含むFガス：98

2010年度：代替フロン等：76
代替フロンを含むFガス：43

代替フロン（HFC）の排出量が
近年増加

1990→2010年度：約2.0倍
2010→2018年度：約2.3倍

改正事項：代替フロンの排出の抑制等に係る規定の新設 温対条例
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廃棄物等 39
ｴﾈﾙｷﾞｰ転換 7
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業務 220

運輸 346

家庭 269

産業 530

【万t-CO2】

⚫ フロン対策は地球温暖化防止の観点からも急務
⚫ 一方で、現行の温対条例には、フロン対策にかかる規定や措置がない。
⚫ 温暖化対策の観点から、フロン使用機器からの使用時漏洩や廃棄時回収を徹底し、脱フロンに向

けた対策が必要

➢ 冷媒用代替フロンを使用した機器の管理者（業務用、家庭用、自動車含めて）に対して、適
切な管理を求める規定を新設

➢ 特定事業者に対して代替フロンの使用状況等の報告を求める届出制度を創設
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（５）その他の改正事項
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電気自動車等普及促進条例の一部規定の統合【温対条例】

再配達の削減に係る努力義務規定の新設【温対条例】



改正事項：再配達の削減に係る努力義務規定の新設
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改正事項：電気自動車等普及促進条例の一部規定の統合

⚫ 電気自動車等促進条例の失効期限（2020年度）が到来。現状、電気自動車等の車種の増
加や充電インフラ網の整備の進展など、普及は初期段階を脱し、本格普及に向けて移行中

⚫ 同条例に基づく税の減免規定は、初期普及時における電気自動車等導入の呼び水効果としての
役割を果たし、当初の目的を一定達成。一方で、温室効果ガス排出量実質ゼロに向けた取組の
一つとして電気自動車等の普及は必要

➢ 令和２年度末に失効する電気自動車等の普及の促進に関する条例で定める規定の一部を
（駐車場における充電設備の整備等※）を京都府地球温暖化対策条例に統合

※駐車場設置事業者は、電気自動車等の充電設備の整備その他の電気自動車等の普及促進に関する取組を推進
するよう努めること。

⚫ 昨今、社会課題となっている再配達の課題解決に向けては、貨物事業者側だけでの取組では難し
く、荷物の発送・受取側の協力が不可欠

➢ 物流に係る温室効果ガスの排出の抑制を図るため、発送者・受取者となる事業者及び府民に対
し、事業活動及び日常生活における再配達の削減に係る努力義務を規定

温対条例

温対条例



（５）その他の改正事項
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気候変動への適応に係る地球温暖化対策の追加 【温対条例】



気候変動対策（地球温暖化対策）について

緩和策
（地球温暖化対策推進法）

適応策
（気候変動適応法）

地球温暖化の原因となる温室効果ガス（CO2等）
の排出の抑制を図る対策
【取組例】 太陽光発電の普及拡大、省エネ機器への
更新、公共交通の優先利用 など

既に起こりつつある、あるいは今後起こりうる地球
温暖化に伴う気候変動の影響による被害（豪雨、
異常暑熱、干ばつ、作物の収量低下等）の防止、
軽減のための対策

気候変動対策（地球温暖化対策）

対象分野例 取組例

農林水産業 暑さに強い品種の開発

水環境・水資源 水道原水の水質監視強化

自然生態系 高温に弱い生物の生息場所の保全

自然災害 ゲリラ豪雨による浸水対策

（河川改修・雨水幹線の整備等）

健康・府民生活 熱中症予防の啓発

産業・経済活動 祇園祭を支えるチマキザサの保全対策

温室効果ガスの排出削減対策と、気候変動の影響による被害の回避・軽減対策は車の両輪！

※既に気候変動の影響は発生しており、最善の緩和の努力を行ったとしても、世界の温室効果ガスの濃度が下がるには時間がかかるため、今後数十年間は、ある
程度の温暖化の影響は避けることができないといわれており、「緩和」と同時に差し迫った影響への対処として、「適応」の取組も不可欠（第5次IPCC報告書より） 46



１ 適応の総合的推進

○ 国、地方公共団体、事業者、国民が気候変動適応の推進のため担うべき役割を明確化。

○ 国は、農業や防災等の各分野の適応を推進する気候変動適応計画を策定。その進展
状況について、把握・評価手法を開発。（閣議決定の計画を法定計画に格上げ。更なる充実・強化を図る。）

＜各分野において、信頼できるきめ細かな情報に基づく効果的な適応策の推進＞

○ 国は、おおむね５年ごとに気候変動による影響の評価を行う。

国の責務
・ 適応策に係る施策の推進

・ 適応策の促進を図るための情報の収集、整理、分析及び提供を行う体制の確保

地方公共団体
の責務

・ 地域の自然的経済的社会的状況に応じた適応策に係る施策の推進
・ 地域の事業者、国民による適応策の促進を図るための情報の提供

事業者の努力 ・ 事業活動の内容に即した適応策の実施

国民の努力 ・ 気候変動適応の重要性に対する関心と理解を深める

気候変動適応法（平成30年法律第50号）の概要①

農
林
水
産
業

水
環
境
・

水
資
源

自
然
生
態
系

自
然
災
害

健

康

産
業
・

経
済
活
動

国
民
生
活

将来影響の科学的知見に基づき、
・高温耐性の農作物品種の開発・普及
・魚類の分布域の変化に対応した漁場の整備
・堤防・洪水調整施設等の着実なハード整備
・ハザードマップ作成の促進
・熱中症予防対策の推進 など
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２ 情報基盤の整備
国立環境研究所は、気候変動の影響及び

適応に関する情報の収集及び提供や、地方

公共団体や地域気候変動適応センターに対

する技術的援助等の業務を行う。
・ 気候変動適応に関する情報の収集、整理、

分析及び提供

・ 地方公共団体の地域気候変動適応計画の策定

に係る技術的助言・援助

・ 気候変動適応センター（後述）に対する技術的助言・援助

３ 地域での適応の強化
・ 都道府県及び市町村は、地域気候変動適応計画の策定に努めること。

・ 都道府県及び市町村は、気候変動の影響及び適応に関する情報の収集及び提供等を行う拠点

（地域気候変動適応センター）としての機能を担う体制の確保に努めること。

・ 地方環境事務所その他国の地方行政機関、都道府県、市町村等は、広域的な連携による

気候変動への適応のため、気候変動適応広域協議会を組織することができる。

４ 適応の国際展開等
気候変動への適応に関する国際協力の推進や、事業者による気候変動への適応に資する

事業活動の促進等に係る規定の整備を行う。

気候変動適応法の概要②

＜対象期間＞

21世紀末（2081

年～2100年）

＜シナリオ＞

厳しい温暖化対

策をとった場合

（RCP2.6）
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・適応に対する“気付き”を与える情報発信
・地域における適応の優良事例の収集
・ホームページや出前講座を通じた適応に関する様々な情報の一元的な発信など

・気候変動に対するニーズ・シーズの把握、適正なマッチング
・適応ジネスの創出を促進する体制の構築 など

事業者

コーディネート機能

研究教育機能

情報基盤機能 （基本機能）

府市の産業
支援機関等

気候変動の影響と適応に関する
情報の収集、整理、分析、提供、技術的助言

大学や研究機関と連携した、京都における気候変動の影響と適
応に関する最新の知見の集約及び気候変動の影響の予測

府市の産業関係機関等と連携した、適応策の自立的な普及に向
けた適応ビジネス創出支援

連
携

大学
研究機関

連
携

成果を施策、府市民、
事業者等へ還元

国センター
（国環研）・
広域協議会

・国からの

情報提供

・京都の情報の

共有

府市民
事業者

府市

技術的助言

事例・情報収集

ビジネスに
つながる
情報交換等

＋（プラス）

・大学、研究機関との連携による適応研究情報の収集
・研究者同士、研究者と企業の交流を促進する体制の構築 など

啓発

情報の利用・
提供 等
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参考：適応策の推進体制（気候変動適応センターの機能）

改正事項：気候変動への適応に係る地球温暖化対策の追加

➢ 気候変動適応法の施行を受けて、本条例における気候変動の適応に係る既存の定義等を見直し
➢ 府による地域気候変動適応センターの機能確保など、気候変動への適応策に関して、府・事業者・府民等が

取り組むべき事項を明記



今年度の予定
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令和2年 9/30～10/20 改正条例骨子案 パブリックコメント実施

令和２年12月 京都府議会に、改正条例を上程見込み

令和３年４月 改正条例 施行予定
※目標削減率の引上げは第5計画期間から適用予定

（令和5年～）
※建築物の再エネ導入義務強化関係規定等は、
令和4年4月施行予定

京都府地球温暖化対策推進計画及び再生可能エネルギーの導入等促進プラン
に係る改定についても、現在検討中。
今後、同計画についても中間案を取りまとめ、パブリックコメントを実施予定。


